
   鳥栖市地域建設業経営強化融資制度に伴う工事請負代金債権譲渡の承諾に係    

   る取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、本市と工事請負契約を締結している請負者のうち、中小・中堅元請

建設業者（原則として、資本の額若しくは出資の総額が２，０００，０００，０００円

以下又は常時使用する従業員の数が１，５００人以下の建設業者をいう。以下「元請負

人」という。）が、「地域建設業経営強化融資制度について」（平成２０年１０月１７日付

け国総建第１９６号、国総建整第１５４号）により創設された地域建設業経営強化融資

制度に基づき工事請負代金債権を譲渡すること（以下「債権譲渡」という。）について、

鳥栖市契約事務規則（昭和３９年規則第２１号。以下「規則」という。）第３６条第１項

ただし書の規定により市長が承諾する場合の取扱いその他の必要な事項を定めるものと

する。 

 （対象工事） 

第２条 債権譲渡の承諾の対象とする工事（以下「対象工事」という。）は、本市と元請負

人との間で契約を締結している建設工事とする。ただし、次に掲げる工事を除く。 

 ⑴ 附帯工事、受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事（受託工事、協定書等に

基づく負担金を財源とする工事で、債権を譲渡してはならない旨の定めがある工事を

いう。） 

 ⑵ 債務負担行為に係る工事、繰越工事その他の工期が複数年度にわたる工事。ただし、

次に掲げる工事を除く。 

  ア 債務負担行為の最終会計年度の工事であって、かつ、当該年度内に完了が見込ま

れる工事 

  イ 前年度から繰り越された工事であって、かつ、現年度内に完了が見込まれる工事 

 ⑶ 本市が役務的保証を必要とする工事 

 ⑷ その他元請負人の施行する能力に疑義が生じている等債権譲渡を承諾するに当たり

不適当な事由がある工事 

 （譲渡債権の範囲） 

第３条 工事請負代金債権を譲渡できる額の範囲は、次の各号に掲げる場合において、当

該各号に定めるとおりとする。 

 ⑴ 対象工事が完成した場合 規則第４２条に規定する検査に合格し、本市が引渡しを

受けた出来形部分に相応する工事請負代金額（当該工事請負金額に変更が生じた場合

は、変更後の額。次号において同じ。）から前払金、中間前払金、部分払金及び当該工

事請負契約により発生する本市の請求権に基づく金額を控除した額 

 ⑵ 対象工事の工事請負契約が解除された場合 規則第４２条に規定する検査に合格し、

本市が引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、

部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金その他の本市の請求権に基づく

金額を控除した額 

２ 工事請負代金債権を譲渡できる額は、当該工事請負契約の内容に変更が生じた場合は、

工事請負代金額の増減に連動して増減するものとする。 

 （支払計画等の提出） 

第４条  元請負人は、債権譲渡先から融資を受けるときは、融資申請時までの当該工事に 



係る下請負人等への代金の支払状況及び本制度に基づく融資による借入金の当該工事に

係る下請負人等への支払計画に関する書類を債権譲渡先に提出し、債権譲渡先において

確認するものとする。 

２ 保証事業会社は、債権譲渡先から、下請負人等への代金の支払状況及び支払計画に関

する書類の写しの送付を受けて確認するものとする。 

 （債権譲受人） 

第５条 債権を譲り受けることができる者（以下「債権譲受人」という。）は、次の各号の

いずれかに該当するものとする。 

 ⑴ 事業協同組合（事業協同組合連合会等を含む。）又は公益社団法人及び公益財団法人

の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９号）に規定する公益法人である建設業

者団体 

 ⑵ 建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本制度に係る元請負人への貸付

事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として

一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって、元

請負人への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業（中小・中堅元請建設業者に対

する電子記録債権（電子記録債権法（平成１９年法律第１０２号）第２条第１項に規

定する電子記録債権をいう。以下同じ。）の発行及び特定目的会社に対する電子記録債

券発行に関する指示を含む。）を行う者 

 （債権譲渡の承諾の時期） 

第６条 債権譲渡の承諾を行う時期は、対象工事の出来高（第２条第２号アに該当する場

合は、最終年度の工事における出来高）が２分の１以上に到達したと認められる日以後

とする。 

 （債権譲渡の承諾の手続） 

第７条 債権譲渡の承諾を受けようとするときは、債権を譲り渡そうとする元請負人（以

下「債権譲渡人」という。）及び債権譲受人が共同して、次に掲げる書類を当該工事に係

る予算を執行する担当課（以下「発注課」という。）に提出するものとする。 

 ⑴ 債権譲渡承諾申請書（様式第１号） ３通 

 ⑵ 市長が債権譲渡を承諾することを成約条件とした債権譲渡契約証書（以下「債権譲

渡契約証書」という。）の写し １通 

 ⑶ 工事履行報告書（様式第２号） １通 

 ⑷ 債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書（発行日から３月以内のものに限る。） 

 ⑸ 保証委託契約約款等において工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要

とされている場合は、当該保証人等の承諾書 １通 

 （債権譲渡の承諾等の手続） 

第８条 発注課は、前条に規定する申請書等の提出があったときは、速やかに債権譲渡を

承諾するに当たって必要な事項を確認するものとする。 

２ 発注課は、前項の確認の結果、債権譲渡を承諾するときは、確定日付を付した債権譲

渡承諾書（様式第１号）により、債権譲渡人及び債権譲受人に通知する。 

３ 発注課は、第１項の確認の結果、債権譲渡を承諾しないときは、債権譲渡不承諾通知

書（様式第３号）に理由を付し、債権譲渡人及び債権譲受人に通知する。 

４ 前項の規定による承諾又は不承諾の通知は、前条に規定する申請書等の提出があった

日から７日以内（鳥栖市の休日を定める条例（平成元年条例第３３号）第１条に規定す



る市の休日を除く。）に行うものとする。 

５ 発注課は、債権譲渡の申請及び承諾の状況について、債権譲渡整理簿（様式第４号）

を作成し、管理しなければならない。 

 （融資実行の報告等） 

第９条 債権譲渡人及び債権譲受人は、市長による債権譲渡の承諾後、金銭消費貸借契約

を締結し、当該契約に基づき融資が実行されたときは、速やかに連署にて融資実行報告

書（様式第５号）を発注課に提出するものとする。 

２ 債権譲渡人は、金融機関から対象工事に関する資金の貸付けを受けるため、保証事業

会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第

４項に規定する保証事業会社をいう。）による金融保証を受けたときは、速やかに発注課

に公共工事金融保証証書の写しを提出するものとする。 

３ 発注課は、第１項の規定により融資実行報告書の提出があったときは、遅滞なく工事

請負代金の振込先を債権譲受人の指定する口座に変更する手続を行うものとする。 

 （債権金額の請求） 

第１０条 債権譲受人は、確定した債権金額を請求するときは、次に掲げる書類を発注課

に提出しなければならない。ただし、登録上の印鑑が債権譲渡の承諾申請時と同一の場

合は、第４号に規定する書類を省略することができる。 

 ⑴ 請求書 １通 

 ⑵ 債権譲渡承諾書の写し １通 

 ⑶ 債権譲渡契約証書の写し １通 

 ⑷ 債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書（発行日から３月以内のものに限る。） 各

１通 

２ 前項の書類を提出する時期は、債権譲渡人が工事目的物の引渡しを行った日以後（対

象工事の工事請負契約が解除された場合は、当該対象工事の出来形部分の引渡しを行っ

た日以後）とする。 

３ 債権譲渡人及び債権譲受人は、本市が債権譲渡の承諾をした日以後においては、規則

第３８条に規定する中間前払金及び規則第３９条に規定する部分払金を請求することは

できない。 

   附 則 

１ この要領は、平成２１年１２月７日から施行する。 

２ この要領は、令和１３年３月３１日限り、その効力を失う。 

   附 則 

 この要領は、平成２３年１月２１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２４年３月７日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２５年３月２９日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２６年３月３１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２７年３月３１日から施行する。 

附 則 



 この要領は、平成２８年３月３１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 



様式第１号 

債権譲渡承諾申請書 

年  月  日  

 鳥栖市長    様 

 

請負者                          

（譲渡人） 住所                     

氏名                 実印  

 

（譲受人） 住所                     

氏名                 実印  

 

譲渡人（以下「甲」という。）と譲受人（以下「乙」という。）との間で  年  月  日

に締結した債権譲渡契約に基づき、甲が貴殿に対して有する下記工事の請負代金債権を乙

に譲渡することにつき、鳥栖市契約事務規則（昭和３９年規則第２１号。以下「規則」と

いう。）第３６条第１項ただし書の規定による承諾をいただきますようお願いします。 

 乙においては、この譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資す

るとともに担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するもの

とします。 

 なお、当該工事の工事目的物に係るかし担保責任は当然のことながら甲に留保されることを

申し添えます。 

 また、甲及び乙は、規則第３８条に規定する中間前払金及び規則第３９条に規定する部分払

金については、貴殿による債権譲渡の承諾の日以後は請求しません。 

 

記 

 

１ 工 事 名 

２ 工事場所 

３ 工  期  自     年  月  日 

        至     年  月  日 

４ ⑴ 請負代金額  金        円 ただし、契約変更により増減が生じた場合は、変更後の額による 

 －⑵ 前 払 金 額  金        円 

 －⑶ 中間前払金額  金        円 

   及び部分払金額  金        円 

  ⑷ 債権譲渡額  金        円（    年  月  日現在見込額） 

                      ただし、契約変更により増減が生じた場合は、変更後の額による 

 



債権譲渡承諾書 

年  月  日  

〔甲〕          御中 

〔乙〕          御中 

 

 上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履

行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議

を留めて、鳥栖市契約事務規則（昭和３９年規則第２１号。以下「規則」という。）第３６

条第１項ただし書の規定により承諾します。 

 なお、この承諾によって本件請負工事の工事目的物に係る甲のかし担保責任が一切軽減

されるものではないことを申し添えます。 

 また、甲及び乙は、規則第３８条に規定する中間前払金及び規則第３９条に規定する部

分払金をこの債権譲渡の承諾以後においては請求できないものとします。 

記 

１ 譲渡できる甲の工事請負代金債権の額は、次のとおりとする。なお、契約変更により請

負代金額に増減が生じる場合は、債権譲渡承諾申請書４⑴及び⑷の金額は変更後の金額と

する。 

 ⑴ 本件請負工事が完了した場合は、規則第４２条の検査に合格し、本市が引き渡しを受

けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件

工事請負契約により発生する違約金等の本市の請求権に基づく金額を控除した額とす

る。 

 ⑵ 本件工事請負契約が解除された場合は、規則第４２条の検査に合格し、本市が引渡し

を受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び

本件工事請負契約により発生する違約金等の本市の請求権に基づく金額を控除した額

とする。 

２ 甲及び乙は、この承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行さ 

れた場合は、速やかに連署にて本市に融資実行報告書を提出する。 

３ 甲は、本件請負工事に関する資金の貸付けを受けるため、保証事業会社による金融保証 

を受けた場合は、速やかに公共工事金融保証証書の写しを本市に提出する。 

４ この譲渡債権は、乙の甲に対する本件請負工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該請

負工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、その

他の債権を担保するものではない。 

５ 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し、質権を設定し、その他債権の帰

属及び行使を害すべき行為を行わない。 

６ 保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保は、乙が責任をもって行うことと

し、本市は関与しない。 

（発注者）鳥栖市長          印   

確定日付印欄 承諾番号 

 

 

 

 



様式第２号 

 

工事履行報告書 

年  月  日  

 

 鳥栖市長    様 

 

請負者                          

（譲渡人） 住所                     

氏名                 実印  

 

（譲受人） 住所                     

氏名                 実印  

 

工 事 名     第   号 

工  期     年  月  日から    年  月  日まで 

報告日付     年  月  日現在 

月  別 
予定工程％ 

（ ）は工程変更後 

実施工程％ 

（ ）予定工程との差 
備  考 

年  月   （   ）  （   ）   

月   （   ）  （   ）   

月   （   ）  （   ）   

月   （   ）  （   ）   

月   （   ）  （   ）   

月   （   ）  （   ）   

月   （   ）  （   ）   

月   （   ）  （   ）   

月   （   ）  （   ）   

月   （   ）  （   ）   

月   （   ）  （   ）   

月   （   ）  （   ）   

（記載欄） 

 

 

 



様式第３号 

 

債権譲渡不承諾通知書 

 

第     号  

年  月  日  

 

〔甲〕          御中 

〔乙〕          御中 

 

鳥栖市長          印   

 

     年  月  日に依頼のありました公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡に

ついては、次の理由により承諾しません。 

 

⑴ 工 事 名 

 

    第    号 

 

⑵ 工 事 場 所 

 

 

 

⑶ 契 約 年 月 日 

 

    年    月    日 

 

⑷ 承諾しない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号 

債権譲渡整理簿 

（金額単位：円） 

承諾番号 申請年月日 承諾年月日 工事名 
債権譲渡人

（請負者） 
債権譲渡先 請負代金額 債権譲渡額 

変更後請 

負代金額 

変更後債 

権譲渡額 

契約年月日 

成工年月日 

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          



様式第５号 

融資実行報告書 

年  月  日  

 鳥栖市長    様 

（甲） 譲渡人 住所                     

借入人 氏名                実印   

 

（乙） 譲受人 住所                     

貸付人 氏名                実印   

 

 甲が鳥栖市に対して有する下記債権の譲渡につき、    年  月  日付けで御承

諾いただきましたが、甲乙間において当該譲渡債権を担保とする金融消費貸借契約を   

  年  月  日付けで締結し、当該契約に基づき乙は甲に対して、金銭を貸し渡し、

甲はこれを借り受けて受け取りましたので、甲乙連署のうえ報告します。下記工事請負代

金につきましては、今後は乙の下記振込口座にお振り込みください。 

 なお、この融資に際し、甲は乙に下記工事における下請人等への代金の支払状況及び支

払計画に関する書類を提出し、乙はこれを確認しました。 

 

記 

 

〔譲渡債権の表示〕 

１ 工 事 名   第   号 

２ 工事場所 

３ 工  期  自     年  月  日 

        至     年  月  日 

４ ⑴ 請負代金額  金        円 ただし、契約変更により増減が生じた場合は、変更後の額による 

 －⑵ 前 払 金 額  金        円 

 －⑶ 中間前払金額  金        円 

   及び部分払金額  金        円 

  ⑷ 債権譲渡額  金        円（    年  月  日現在見込額） 

                      ただし、契約変更により増減が生じた場合は、変更後の額による 

 

〔承諾番号〕 

 

〔振込口座〕 

１ 振込希望金融機関名 

 

２ 預金の種別、口座番号 

 

３ 口座名義（ふりがな） 


